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○南九州市土地利用対策事務処理要領 

平成29年４月26日 

告示第91号 

（趣旨） 

第１条 この告示は，南九州市土地利用対策要綱（平成29年南九州市告示第90号。

以下「要綱」という。）第12条の規定に基づき，土地利用対策の実施に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（添付書類） 

第２条 要綱第４条第４項に規定する添付書類は，次に掲げるもののうちから市

長が必要と認めるものとする。 

(１) 事業計画書 

(２) 土地利用調書（第１号様式）及び土地利用の権利を証する書類 

(３) 位置図 

(４) 地籍図又は字限図の写し 

(５) 現況図及び現況写真 

(６) 計画平面図 

(７) 各種施設設計図 

(８) 排水系統図 

(９) 給水系統図 

(10) 防災施設構造図 

(11) 道路標準断面図 

(12) 現況地盤の横断図及び完成後の断面図 

(13) 緑化計画平面図（公園計画平面図） 

(14) 分譲者との契約事項（案） 

(15) 起業者の経歴書，定款，役職名，主要株主一覧表，最近の決算諸表及び

事業の実績 

(16) 前各号に掲げるもののほか，必要な書類 

２ 前項第１号に規定する事業計画書には，別表に定める事項を記載するものと

する。 

（提出部数） 

第３条 要綱第４条第１項に規定する土地利用協議書若しくは要綱第６条第１項

に規定する土地利用変更協議書又は前条の規定による添付書類の提出部数は，

正本１部及び副本２部とする。 

（着手及び完成の届出） 

第４条 要綱第５条第１項に規定する土地利用の承認を受けた者は，当該土地に

係る開発行為に着手したときは開発行為着手届（第２号様式）を，開発行為が
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完成したときは開発行為完成届（第３号様式）を市長に提出するものとする。 

（変更事項） 

第５条 要綱第６条第１項に規定する開発行為の変更事項は，次の各号のいずれ

かに該当する場合とする。 

(１) 開発行為の変更に伴い，開発を行おうとする土地の面積が既に土地利用

の承認を受けている土地利用協議書に記載した面積の10パーセント以上の増

減になる場合 

(２) 前号に掲げるもののほか，変更しようとする内容が既に承認を受けてい

る開発行為に著しい影響を与えるおそれがある場合 

（適用除外） 

第６条 要綱第４条第３項第６号に規定する別に定める開発行為は，次に掲げる

ものとする。 

(１) 都市計画法（昭和43年法律第100号）に規定する都市計画事業の施行とし

ての開発行為 

(２) 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）に規定する土地区画整理事業の

施行としての開発行為 

(３) 土地改良法（昭和24年法律第195号）に規定する土地改良事業の施行とし

ての開発行為 

(４) 電気事業法（昭和39年法律第170号）に規定する電気事業の用に供する電

気工作物の設置等のために行う開発行為 

(５) 国又は地方公共団体の施策に基づいて行う農業構造改善事業その他これ

に類する事業の実施のために行う開発行為 

(６) 市が施行する公共事業の用に供する土地の代替地に係る開発行為で市長

が適当と認めるもの 

(７) 農業者が農業経営の規模拡大のために行う開発行為 

(８) 前各号に掲げるもののほか，公共又は公益のために行う開発行為で市長

が認めるもの 

（事故の報告） 

第７条 要綱第５条第１項に規定する土地利用承認を受け，開発行為を行う者は，

当該開発行為の施工により災害又は事故が発生したときは遅滞なくその旨，措

置方法等を事故報告書（第４号様式）により市長に提出するものとする。 

附 則 

この告示は，平成29年５月１日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

第１号様式（第２条関係） 

第２号様式（第４条関係） 

第３号様式（第４条関係） 

第４号様式（第７条関係） 

 


